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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 主 記 録 情 報 に 関 す る 目 次 情 報 を 記 録 す る 目 次 領 域 を 備 え て 再 生 専 用 の 第 １ の 光 デ
ィ ス ク か ら 光 学 的 に 再 生 さ れ た 上 記 主 記 録 情 報 を 、 複 数 の 主 記 録 情 報 に 関 す る 目 次 情 報 を
記 録 す る 目 次 領 域 を 備 え て 記 録 再 生 両 用 の 第 ２ の 光 デ ィ ス ク に 光 磁 気 的 に 記 録 す る 光 デ ィ
ス ク の 記 録 方 法 に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 に お け る 上 記 目 次 情 報 の 有 無 を 検 知 し て 、 当 該 目
次 情 報 が 検 知 さ れ な い と き は 、 上 記 第 １ の デ ィ ス ク 媒 体 の 上 記 目 次 領 域 か ら 再 生 さ れ た 目
次 情 報 を 上 記 第 ２ の デ ィ ス ク 媒 体 の 上 記 目 次 領 域 に 記 録 す る よ う に し た
　 こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク の 記 録 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 光 デ ィ ス ク の 記 録 方 法 に お い て 、
　 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 の す べ て を 同 順 序 で 上 記 第
２ の 光 デ ィ ス ク に 記 録 す る 際 は 、 当 該 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 の 第 １ の 所 定 範 囲
に 、 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク の 少 な く と も 上 記 主 記 録 情 報 の 全 数 と 総 再 生 時 間 と を 記 録 す る
と 共 に 、
　 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク か ら 順 不 同 で 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 を 上 記 第 ２ の 光 デ
ィ ス ク に 記 録 す る 際 に は 、 当 該 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 の 第 ２ の 所 定 範 囲 に 上 記
第 １ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 主 記 録 情 報 の 番 号 と 再 生 時 間 と を 記 録 す る よ う に し た
　 こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク の 記 録 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 複 数 の 主 記 録 情 報 に 関 す る 目 次 情 報 を 記 録 す る 目 次 領 域 を 備 え て 再 生 専 用 の 第 １ の 光 デ
ィ ス ク か ら 光 学 的 に 再 生 さ れ た 上 記 主 記 録 情 報 を 、 複 数 の 主 記 録 情 報 に 関 す る 目 次 情 報 を
記 録 す る 目 次 領 域 を 備 え て 記 録 再 生 両 用 の 第 ２ の 光 デ ィ ス ク に 光 磁 気 的 に 記 録 す る 記 録 手
段 を 有 す る 光 デ ィ ス ク の 記 録 装 置 に お い て 、
　 上 記 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 に お け る 上 記 目 次 情 報 の 有 無 を 検 知 す る 目 次 情 報
検 知 手 段 を 設 け る と 共 に 、
　 こ の 目 次 情 報 検 知 手 段 に 応 動 し て 、 上 記 第 ２ の デ ィ ス ク 媒 体 の 上 記 目 次 領 域 へ の 上 記 第
１ の デ ィ ス ク 媒 体 の 上 記 目 次 領 域 か ら 再 生 さ れ た 目 次 情 報 の 記 録 を 制 御 す る 目 次 情 報 記 録



制 御 手 段 を 設 け た
　 こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク の 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 光 デ ィ ス ク の 記 録 装 置 に お い て 、
　 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 と 、 そ の 記 録 順 序 と の 選 択 を 制 御 す る 主 記 録 情 報 選 択 制 御 手 段 を
有 し 、
　 こ の 主 記 録 情 報 選 択 制 御 手 段 に 上 記 目 次 情 報 記 録 制 御 手 段 が 応 動 し て 、
　 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 の す べ て を 同 順 序 で 上 記 第
２ の 光 デ ィ ス ク に 記 録 す る 際 は 、 当 該 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 の 第 １ の 所 定 範 囲
に 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク の 少 な く と も 上 記 主 記 録 情 報 の 全 数 と 総 再 生 時 間 と を 記 録 す る よ
う に 制 御 す る と 共 に 、
　 上 記 第 １ の 光 デ ィ ス ク か ら 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 を 順 不 同 で 上 記 第 ２ の 光 デ
ィ ス ク に 記 録 す る 際 に は 、 当 該 第 ２ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 目 次 領 域 の 第 ２ の 所 定 範 囲 に 上 記
第 １ の 光 デ ィ ス ク の 上 記 主 記 録 情 報 の 番 号 と 再 生 時 間 と を 記 録 す る よ う に 制 御 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 光 デ ィ ス ク の 記 録 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】
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複 数 の 主 記 録 情 報 に 関 す る 目 次 情 報 を 記 録 す る 目 次 領 域 を 備 え た 第 １ の デ ィ ス ク か ら 再
生 さ れ た 上 記 主 記 録 情 報 を 、 第 ２ の デ ィ ス ク に 記 録 す る デ ィ ス ク の 記 録 方 法 に お い て 、

上 記 第 １ の デ ィ ス ク か ら 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 を 同 順 序 で 上 記 第 ２ の デ ィ ス
ク に 記 録 す る 際 は 、 上 記 第 １ の デ ィ ス ク の 上 記 主 記 録 情 報 の そ れ ぞ れ の 番 号 と 再 生 時 間 と
を 記 録 す る と 共 に 、

上 記 第 １ の デ ィ ス ク か ら 順 不 同 で 再 生 さ れ た 上 記 複 数 の 主 記 録 情 報 を 上 記 第 ２ の デ ィ ス
ク に 記 録 す る 際 に は 、 上 記 第 ２ の デ ィ ス ク に 、 記 録 順 に 関 係 な く 、 上 記 第 １ の デ ィ ス ク の
上 記 主 記 録 情 報 の そ れ ぞ れ の 番 号 と 再 生 時 間 と を 記 録 す る よ う に し た

こ と を 特 徴 と す る デ ィ ス ク の 記 録 方 法 。
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